
利用約款と規則

当倶楽部の利用約款と規則を抜粋いたしました。詳細につきましては、ゴルフ場に備え付けの
「ゴルフ場利用約款と規則」をご確認ください。

【利用の申込】次の場合は、予約申し込みの受付をお断りします。
・申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体またはその関係者、その他
反社会勢力に所属していると認められるとき。

【利用の拒絶】
・利用者が暴力団等反社会勢力に属していると認められるとき。

【利用継続の拒絶】
・技術未熟およびマナーに欠け、他の利用者に対し著しく迷惑を及ぼしたとき。

【金銭その他貴重品】金銭その他貴重品については、備え付けの貴重品ロッカーを
ご使用ください。または、所定封筒に記名封印の上、フロントにお預けください。
・貴重品ロッカーご使用に際しては「貴重品ロッカー使用約款」を遵守の上ご使用ください。

【携帯品、自動車】
・携帯品及び場所を提供している駐車場の自動車及び車内の盗難、損傷については
責任を負いません。

【宅配便の事故】
・宅配便については、その物品の受領、保管、発送において、当ゴルフ場はあくまで当事者を
代行して行うもので、その間の事故発生の場合一切の責任を負いません。

【服装】
Ｔシャツ・ジーパンなどゴルフにふさわしくない服装はご遠慮ください。サンダル、スリッパでのご入場は
お断りいたします。

【行為の禁止】
・飲食物の持ち込み
・いれずみの方のご入浴

【雷鳴が近づいた場合】
・雷警報または雷鳴が近づき危険を感じた場合は、当ゴルフ場従業員の指示の有無にかかわらず直ち
にプレーを中止し、待避所等安全と思われる場所に退避してください。


